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区分 ページ

海上

接続試験用データ利用

ルート番号

CT-S-NS01

（凡例）

ＸＸＸ 接続試験用データとして登録済みの業務

接続試験用データを利用して実施する業務ＸＸＸ　●

上流業務を実施した後に実施する業務ＸＸＸ　○

自社データを利用して実施する業務ＸＸＸ　△

実施可能業種

船会社、船舶代理店

船舶基本情報登録

VBX

VTX１１ ○

船舶運航情報登録呼出し

VPX ○

入港前統一申請

VIX ○

入港届等

船舶情報確認登録

CVI

船会社受委託関係情報登録

VCA

VBY１１ ●

船舶基本情報訂正呼出し

VTX０１ ●

船舶運航情報登録

IVD ○

入出港日別一覧照会

TPC ○

とん税等納付申告

CPC ○

不開港出入許可申請

VOX ○

出港届等

VTX０４ ●

船用品情報登録

IPP ○

不開港出入許可申請照会

接続試験用データは、船舶に関する登録情報として破線より上の業務が事前に実施されています。
破線より上に記載されている全ての業務に関しては、実施する必要がありません。

VTX０２ ●

乗組員情報登録

VTX０３ ●

旅客情報登録

VMＲ　●

移動届

VTX１２ ○

乗組員情報登録呼出し

VTX１３ ○

旅客情報登録呼出し

VTX１４ ○

船用品情報登録呼出し

VMR１１ ○

移動届呼出し

RNF ○

納付書再出力

注）VMR業務にお
いて入力する船舶
基本情報項目は、
登録されている船
舶ＤＢの登録内容
と同じ値を入力する
必要があります。
これらの業務につ
いては、あらかじめ
VBY11業務で船舶
ＤＢの登録内容を
確認した上、登録さ
れている内容で業
務を実施してくださ
い。

VOX１１ ○

出港届等呼出し

VPX１１ ○

入港前統一申請呼出し

KFT △

ファイル申請

注）ファイル申請の
場合のみ

注）ＴＰＣ業務の納付方法が
リアルタイム口座振替以外
の場合に実施可能

VIX１１ ○

入港届等呼出し

KFT ○

ファイル申請


